
第６回福山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

議事次第 
 

 

日 時：2020 年（令和 2 年）4 月 8 日 21:00～ 

場 所：福山市役所 6 階  60 会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症患者（市内 4例目，5例目）の発生について 

 

 

３ 市長指示事項 

（１）対策本部の機能強化について 

 

 

（２）医療体制の確保に向けた備えについて 

ア 検体採取のための専門外来の設置，帰国者・接触者外来の拡大 

 

 

イ 入院受入する医療機関の確保 

 

 

ウ 看護師等の人材確保 

 

 

（３）給付金支給に関する備えについて 

ア 困難に直面しているご家庭に対する給付金 

 

 

イ 中小企業やフリーランスを含む個人事業者等に対する給付金 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 
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２ 報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症の患者(４，５例目)の発生について 
 

 本日４月８日(水)，本市で 4 例目及び５例目となる患者が２例確認されました。 

 なお，現在のところ，４例目と５例目の関連，また，それぞれがこれまでの市内発生３例との関

連はないものと考えています。 

 詳細は，以下のとおりです。 

 

 

 

〇４例目の患者について 

 ４例目の患者は，4 月 1 日(水)から咳が出現し，4 月 3 日(金)には 37.7℃の発熱と全身倦怠感，

筋肉痛，味覚障害，嗅覚障害が出現し，4 月 4 日(土)に A 医療機関を受診するも改善せず，4 月 6

日(月)，相談窓口に相談がありました。新型コロナウイルス感染症を疑い，4 月 7 日(火)に帰国者・

接触者外来を受診し，検体を採取。本日，検査の結果，陽性となり患者と確定されました。 

 

【4 例目の患者概要】 

 (1) 年 齢 50 歳代 

 (2) 性 別 男性 

 (3) 居住地 福山市 

 (4) 職 業 会社員 

 (5) 症状・行動の経過等 

症状は発熱，咳，咽頭痛，鼻汁，全身倦怠感，筋肉痛，味覚障害，嗅覚障害 

 

３月２３日(月) 神戸訪問 食事あり 同日帰福 

４月 １日(水) 咳出現 

４月 ２日(木) B 歯科医院受診 

４月 ３日(金) 37.7℃の発熱，鼻汁，咽頭痛，全身倦怠感，筋肉痛，味覚障害， 

嗅覚障害出現 

４月 ４日(土) A 医療機関受診 

４月 ７日(火) 帰国者・接触者外来受診 検体採取 

４月 ８日(水) ＰＣＲ検査実施（陽性） 

感染症指定医療機関に入院の調整中 

現在，症状はあるものの，状態は安定している 

 (6) 接触者について 

濃厚接触者は妻，その他調査中 

 

  



 

 

〇５例目の患者について 

 ５例目の患者は，3 月 31 日(火)に微熱，咽頭痛が出現し，4 月 1 日(水)に C 医療機関を受診する

も，改善せず，4 月 4 日(土)にはＤ医療機関を受診しました。しかし，症状が改善せず，4 月 6 日

(月)に D 医療機関から新型コロナウイルス感染症を疑い，相談窓口に相談があり，4 月 7 日(火)に

帰国者・接触者外来を受診，検体を採取。本日，検査の結果，陽性となり患者と確定されました。 

 

【5 例目の患者概要】 

 (1) 年 齢 40 歳代 

 (2) 性 別 男性 

 (3) 居住地 福山市 

 (4) 職 業 飲食店勤務 

 (5) 症状・行動の経過等 

症状は発熱，咳，鼻汁，咽頭痛，頭痛，全身倦怠感，下痢 

 

３月３１日(火) 微熱，咽頭痛出現 

４月 １日(水) C 医療機関受診 

４月 ４日(土)，６日(月) D 医療機関受診 

４月 ７日(火) 帰国者・接触者外来受診 検体採取 

４月 ８日(水) ＰＣＲ検査実施（陽性） 

感染症指定医療機関に入院の調整中 

現在，症状はあるものの，状態は安定している 

 (6) 接触者について 

調査中 
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（３）国の緊急経済対策について（抜粋） 

 

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発 

１．マスク・消毒液等の確保 

２．検査体制の強化と感染の早期発見 

３．医療提供体制の強化 

４．治療薬・ワクチンの開発加速 

５．帰国者等の受入れ体制の強化 

６．情報発信の充実 

７．感染国等への緊急支援に対する拠出等の国際協力 

８．学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 

 

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続 

１．雇用の維持 

２．資金繰り対策 

３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援  詳細次ページ 

４．生活に困っている世帯や個人への支援 

５. 税制措置 

 

Ⅲ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復 

１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメント事業等に対する支援 

２．地域経済の活性化 

 

Ⅳ．強靱な経済構造の構築  

１．サプライチェーン改革 

２．海外展開企業の事業の円滑化、農林水産物・食品の輸出力の維持・強化及び国内供給力

の強化支援 

３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 

４．公共投資の早期執行等 

 

Ⅴ．今後への備え  

  



Ⅱ－３ 事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 

・ 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金（持続化給付金（仮称））（経済産業省） 

・ 中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設（経済産業省） 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営相談体制強化 

 事業（経済産業省） 

・ 地域企業再起支援事業（経済産業省） 

・ 国内外の中堅・中小企業等へのハンズオン支援（経済産業省） 

・ 経営資源引継ぎ・事業再編支援事業（経済産業省） 

・ 経営環境悪化のしわ寄せ防止に向けた取引適正化等を促進する体制整備 

（経済産業省、内閣府） 

・ 収入が減少した事業者の社会保険料の納付猶予（税制措置と同様の対応）（厚生労働省） 

・ 賃貸用ビルの所有者等に対する、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予など柔軟な措置 

の検討要請 17の周知（国土交通省） 

・ 旅客自動車運送事業者の事業継続に資する道路運送法等の柔軟な運用（国土交通省） 

等 

 

Ⅱ－４ 生活に困っている世帯や個人への支援 

・ 生活に困っている世帯に対する新たな給付金（生活支援臨時給付金（仮称））（総務省） 

・ 子育て世帯への臨時特別給付金（内閣府） 

・ 国民健康保険料、介護保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援（厚生労働省） 

・ 収入が下がった方に対する国民年金保険料の免除（厚生労働省） 

・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の継続（厚生労働省） 

・ 住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充（厚生労働省） 

・ 奨学金や授業料の減免を通じた支援（文部科学省） 

・ 未払賃金立替払の迅速・確実な実施（厚生労働省） 

・ セーフティネット住宅の家賃低廉化など住まいの確保支援（国土交通省） 

・ 自殺リスクの高まりに対応するためのＳＮＳ相談事業等の拡充（厚生労働省） 

・ 配偶者暴力の深刻化に対応するための相談体制の拡充（内閣府） 

・ 法的トラブル解決に向けた法テラスによる支援の充実（法務省） 

・ 消費生活センター等における相談体制の強化（消費者庁） 

等 


